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特別徴収義務者の指定について

　町民税・県民税特別徴収事務につきましては、平素格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、地方税法第41条第1項、同法第321条の4第1項及び長泉町税条例第45条の規定に基づき、今年度の町民税・

県民税の特別徴収義務者として指定しましたので、特別徴収事務取扱い要領に十分ご注意のうえ、特別徴収事務

を行なってくださるようお願いします。

　なお、通知書に記載されている納税者の氏名・住所は、通知書発行日現在、住民基本台帳に登録されているとお

りです。
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特別徴収事務取扱い要領
１　特別徴収とは？

・特別徴収とは、給与の支払を受ける人（従業員）に賦課された町・県民税を6月から翌年5月までの年12回に分けて、特別徴

収義務者に指定された事業所が月々の給与を支払う際に徴収（天引き）し、納入する制度です。

・特別徴収義務者とは事業所のことを、納税義務者とは従業員のことを指します。

２　月割額の徴収と納入

３　特別徴収税額の変更

　従業員個人の所得金額や控除額の変更により、特別徴収税額が変更する場合があります。変更があった場合は「給与所得等に

係る町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」を送付しますので、変更された月割額により徴収してください。

４　特別徴収にかかる給与所得者異動届出書について

●納税者に退職、転勤等の異動があった場合は、異動があった日の翌月10日までに「異動届出書」に該当事項を記入し、提

出してください。

●「異動届出書」の提出が遅れますと、納付状況が合わなくなり、督促状が発送される場合があります。また、当町の異動

処理も遅れる結果、納税者（退職者・転勤者等）が一度に多額の町・県民税を納付しなければならなくなる場合もありま

すので、遅滞なく提出していただくようお願いいたします。

「町民税・県民税の特別徴収税額通知書（特別徴収義務者用）」にある各納税者の月割額６月分（第１回目）を６月に支払う給与

から徴収し、７月分から翌年５月分までの月割額は毎月給与を支払う際に徴収してください。徴収した月割額は、翌月の10日

（10日が日曜日または祝祭日の場合はその翌日、土曜日の場合はその翌々日）までに、「特別徴収納入書」により取扱い金融機関、

または「eLTAX電子納税」（5ページ記載）にて納入してください。

（　 ）2



●非課税者についても、「異動届出書」を提出してください。

●納税者の現在の住所が１月１日現在と異なる場合は、異動後の住所も記入してください。

●「特別徴収義務者指定番号」欄には、「給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」に記載された
　 番号を記入してください。

（１）年度の途中で従業員が退職・休職等する場合

従業員が退職・休職等により給与の支払を受けなくなり、町・県民税を特別徴収することができなくなった場合は、残りの月割

額を従業員個人に納付していただくか、最後に支払われる給与や退職手当等から一括徴収していただきます。

・残りの月割額を個人納付（普通徴収）に切り替える場合は、「異動届出書」を記入し、提出してください。（記入例は9ページで

す。）

・残りの月割額を一括徴収する場合は「異動届出書」を記入し、提出してください。（記入例は10ページです。）

※退職者の一括徴収についてのお願い

・６月～12月までの退職の場合には、退職者本人の了解を得て未徴収税額（翌年５月分まで）を一括徴収してください。

・１月～４月までの退職の場合には、退職者本人の希望にかかわらず、残税額（翌年５月分まで）を一括徴収して納入すること

が地方税法（第321条の５第２項）で義務付けられています。退職者に支払う最終の給与や退職手当等が、残税額より少ない

場合を除いては、必ず一括徴収してくださるようお願いいたします。

（２）従業員が転勤・転職し、引き続き特別徴収を希望する場合

転勤・転職先の事業所を経由して「異動届出書」を提出してください。（記入例は11ページです。）

（３）年度の途中で従業員が入社等した場合

入社等により、特別徴収する従業員が増えた場合には、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を記入し、提出してください。

（記入例は12ページです。）
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５　所在地・名称等の変更がある場合

　特別徴収義務者の所在地、名称等に変更が生じた場合は、20ページの「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」に所定

の事項を記入し、提出してください。

６　退職所得等にかかる特別徴収について

　退職所得等に対する町・県民税は所得税の場合と同様に、他の所得と区分して退職所得の支払われる際に、その支払者が税額

を計算し納入していただくことになっています。

　納入の際には、「納入済通知書」の退職所得分欄及び納入済通知書裏面の「納入申告書」に所定事項を記入の上、町・県民税の

月割額を併せて、退職所得等を受ける年の１月１日現在の住所地である市町村へ翌月10日までに納入してください。

７　不服申立て

　納税者は「給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」に記載された事項について不服がある場合、

通知書を受け取った日の翌日から起算して、３か月以内に町長に対して審査請求をすることができます。
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取扱い金融機関 指　定　通　知　書

特別徴収税額納入機関の指定について

年　　　令和 月　　　日

ゆうちょ銀行 店各店長  殿

郵便局長  殿
長泉町長

⑴　次の金融機関の本店・支店

⑵　ゆうちょ銀行・郵便局

　このことについて、地方税法 第321条の５第４項の規定

により、当町の町民税・県民税（特別徴収税額）取扱局に

指定したので通知します。

１．

１．

１．

口 座 番 号

加入者の名称

取りまとめ店

静岡県駿東郡長泉町会計管理者

ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター

00800―2―960841

静 岡 銀 行
ス ル ガ 銀 行
清 水 銀 行
静 岡 中 央 銀 行
三 島 信 用 金 庫
沼 津 信 用 金 庫
静 岡 県 労 働 金 庫
富 士 伊 豆 農 業 協 同 組 合

　東海４県（静岡・愛知・岐阜・三重）
以外のゆうちょ銀行（郵便局）を利用
する場合は、最初の納入の際に右の指定
通知書の日付・店名及び局名を記入のう
え、ゆうちょ銀行（郵便局）へ提出して
ください。

⑶　eLTAX電子納税
　eLTAXを利用した電子納税とは、納税者が
インターネット等を利用して、税金を電子的に
納税する仕組みです。詳しくは、地方税共同
機構HPをご覧ください。
https://www.eltax.lta.go.jp

切
り
取
り
線
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町民税・県民税の算出方法
●　納　税　義　務　者

町民税・県民税は、１月１日現在住民基本台帳に登録されている方または長泉町に居住しているとみなされる方に課税し、

その後年度途中で他市区町村へ転出されても一年間は長泉町への全額納付となります。

●　税 額 の 算 出 方 法

　町民税・県民税は、所得割額と均等割額の合計額によって課税します。

①　総所得金額－所得控除＝課税標準額（千円未満切り捨て）

②　課税標準額×税率－税額控除額＝所得割額（百円未満切り捨て）

●　非 課 税 の 範 囲

　⑴　前年中、１月１日から12月31日の間に所得がなかった方。
　⑵　生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。

　⑶　障害者、未成年者（H18 .１ .３以降生）、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方。

　⑷　前年中の合計所得金額が38万円以下の方には、均等割を課さない。

　⑸　同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合、前年中の合計所得金額が28万円×（本人＋同一生計配偶者及び扶養親族の数）

　　　＋268千円以下の方には、均等割を課さない。

　⑺　同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合、前年中の総所得金額等が35万円×（本人＋同一生計配偶者及び扶養親族の数）

　⑹　前年中の総所得金額等が45万円以下の方には、所得割を課さない。

　　　＋42万円以下の方には、所得割を課さない。

●　所 得 割 の 調 整（地方税法附則第３条の３）

　個人の町民税・県民税を次のとおり調整します。

　同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合、35万円×（本人＋同一生計配偶者及び扶養親族の数）＋42万円－（総所得金額－

算出税額）を算出税額から除算します。
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●　所得割の税率（総合課税分） ●　税額控除（調整控除）

合計課税所得金額が200万円以下の者
次の①と②のいずれか小さい額の５％（県民税２％、町民税３％）に相当する金額
①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄
に掲げる金額を合算した金額

②合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の者
①の金額から②の金額を控除した金額（５万円を下回る場合は５万円）の５％
（県民税２％、町民税３％）に相当する金額
①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄
に掲げる金額を合算した金額

②合計課税所得金額から200万円を控除した金額
●　所得税と町民税・県民税の所得控除の比較

●　均等割額

※森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、令和６年度より森林環境税（国税）
　が課税されます。町民税・県民税の均等割とあわせて徴収されます。

※合計所得金額が2,500万円超の場合、調整控除の適用なし。

町民税

町　　民　　税 3,000円 県　　民　　税 1,400円

森林環境税（国税） 1,000円

６％税　率
県民税
４％

※県民税の1 ,400円のうち、400円は「森林づくり県民税」になります。　
も　り

控除の種類 所　　得　　税
A  差引損失額－総所得金額の10％
B  差引損失額のうち災害関連支出額
    － ５万円
（A・Bのいずれか多い金額）

町民税・県民税

医 療 費

雑 損

社会保険料、小規模企業共済等掛金
生命保険料
地震保険料

障 害 者
障害者１人につき
特別障害者１人につき
同居特別障害者の場合
ひとり親
寡婦

一般
老人（S 29.１.１以前生）

一般（H20.１.１以前生）
特定（H13. 1. 2～H17. 1. 1生）
老人（S 29. 1. 1以前生）
同居老親等
※所得2,400万円以下の場合

寡 婦・
ひ と り 親
勤 労 学 生

配 偶 者

配偶者特別

扶 養

基 礎

200万円最高 最高

最高 最高
最高 最高

最高 最高
最高 最高
最高 最高

200万円

120,000円 70,000円
50,000円 25,000円
270,000円 260,000円
400,000円 300,000円
750,000円 530,000円
350,000円 300,000円
270,000円 260,000円
270,000円 260,000円
380,000円 330,000円
480,000円 380,000円
380,000円 330,000円
380,000円 330,000円
630,000円 450,000円
480,000円 380,000円
580,000円 450,000円
480,000円 430,000円

全　　額

50,000円
10,000円
100,000円
220,000円
10,000円

50,000円
10,000円

48万円超
50万円未満配偶者

特別控除

配偶者
控　除

扶　養
控　除

金額 金額
950万円超
1,000万円以下

900万円超
950万円以下900万円以下

950万円超
1,000万円以下

900万円超
950万円以下900万円以下

50,000円
100,000円
50,000円

30,000円
50,000円
180,000円

330,000円
380,000円

330,000円
330,000円
310,000円
260,000円
210,000円
160,000円
110,000円
60,000円
30,000円

220,000円
260,000円

220,000円
220,000円
210,000円
180,000円
140,000円
110,000円
80,000円
40,000円
20,000円

110,000円
130,000円

110,000円
110,000円
110,000円
90,000円
70,000円
60,000円
40,000円
20,000円
10,000円

40,000円
60,000円
40,000円

20,000円

20,000円
30,000円
20,000円

10,000円
100,000円
130,000円

控除の種類 控除の種類
基 礎 控 除 納税者本人の所得金額

勤労学生控除

普通
特別

一般
老人

一　　般
老　　人

一般
特定

老人
同居老親等

同居特別
寡婦・ひとり親控除（父）

ひとり親控除（母）
50万円以上
55万円未満

障害者
控 除

48万円超 95万円以下
95万円超100万円以下
100万円超105万円以下
105万円超110万円以下
110万円超115万円以下
115万円超120万円以下
120万円超125万円以下
125万円超130万円以下
130万円超133万円以下

納税者本人の所得金額

所 得 金 額 控　除　額

配偶者控除

配　偶　者
特 別 控 除
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●　税額控除（住宅借入金等特別税額控除）

●　税額控除（寄附金税額控除）

２／５道府県民税３／５市町村民税

84. 895%
割合

79. 79 %
69. 58 %
66. 517%
56. 307%
49. 16 %
44. 055%

90%

地方税法に定める
割合

0円以上195万円以下
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額

195万円超 330万円以下
330万円超695万円以下
695万円超900万円以下
900万円超1,800万円以下
1,800万円超4,000万円以下

4,000万円超
0円未満
（課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合）
0円未満
（課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合）

●　税額控除（配当控除）

●　税額控除（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）

1,000万円超の部分
町民税 県民税
0.8％ 0.6％
0.4％ 0.3％

県民税町民税区　　　分
２／５３／５配当割額又は株式等譲渡所得割

0.2％ 0.15％

町民税 県民税
1.6％ 1.2％
0.8％ 0.6％
0.4％

外貨建等証券投資信託以外
利 益 の 配 当 等

種類
課税所得金額

外貨建等証券投資信託
証券投資
信 託 等 0.3％

1,000万円以下の部分

前年分の所得税において平成21年から令和７年までの入居に係る住宅借入金等特別
控除の適用を受けた場合、①から②を控除した金額（前年分の所得税に係る課税総所
得金額等の100分の５に相当する金額（97,500円を限度）を超える場合には、当該金額）
に下欄の割合を乗じた金額
ただし、居住年が平成26年から令和３年まで（地方税法附則第61条の規定の適用が
ある場合は令和４年まで）であって、特定取得、特別特定取得（特例取得及び特別
特例取得を含む。）又は特例特別特例取得に該当する場合には、「100分の5」を「100
分の7」と、「97,500円」を「136,500円」として計算した金額
　①前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額（特定増改築等に係る住宅借入
金等の金額又は平成19年若しくは平成20年の居住年に係る住宅借入金等の金額
を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額）

　②前年分の所得税の額（住宅借入金等特別控除等適用前の金額）

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額（寄附金の合計額が総所得金額等の合計
額の30％を超える場合には当該30％に相当する金額）が２千円を超える場合には、そ
の超える金額の道府県民税は４％、市町村民税は６％に相当する金額
　１　都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
　２　住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
　３　所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与

する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの
　４　特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄

附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの

ただし、１のうち、特例控除の対象となる寄附金が２千円を超える場合は、その超
える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の県民税は５分
の２、町民税は５分の３に相当する金額をさらに加算した金額（所得割の20％に相
当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額）

（　 ）8



給与所得者異動届出書の記載例（普通徴収に切替え）
◎残税額を普通徴収（個人で納付する方法）に切替える場合は、下記のとおり記入してください。
現年度・新年度両方にかかる異動で、両年度で課税自治体が異なる場合、お手数ですがこの届を両方の自治体にご提出ください。

徴収済額（イ）2, 700円（ア） 未徴収税額（ウ）3, 500円（普通徴収に切替える額）

例1……6年10月31日退職の場合
6月分
700円

年税額
6, 200円

7月分
500円

8月分
500円

9月分
500円

10月分
500円

11月分
500円

12月分
500円

1月分
500円

2月分
500円

3月分
500円

4月分
500円

5月分
500円

給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
◎異動があった場合は、すみやかに提出してください。◎用紙が足りない場合は、コピーしてご活用ください。

年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

（あて先）

長泉町長あて

令和　　年　　月　　日提出

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指 定 番 号

宛 名 番 号
フリガナ

氏名又は名称
連
絡
先

担
当
者

所 属
氏 名

電 話
内線（　　　　）

個 人 番 号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

給

与

所

得

者

フリガナ （ア）
特別徴収税額
（年税額）

（イ）
徴収済額

（ウ）
未徴収税額
（ア）－（イ）

異　動
年月日 異　動　の　事　由 異動後の未徴収

税額の徴収方法氏 　 　 名

年

月

日

右から
番号を
記入　

１．退　　　職
２．転　　　勤
３．休職・長欠
４．死　　　亡
５．支払少額・不定期
６．合併・解散
７．そ　の　他
　事由・理由

右から
番号を
記入　

１．特別徴収継続

２．一 括 徴 収

３．普 通 徴 収
（ 本 人 納 付 ）

生 年 月 日

円

月から

月まで

月から

月まで

個 人 番 号

受給者番号

１ 月 １ 日
現在の住所

〒

円 円
異 動 後 の
住 　 　 所

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号 新規 法人番号 新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　　円を

月分（翌月 10 日納入期限分）から
徴収し、納入するよう連絡済みです。所　在　地

〒
担
当
者
連
絡
先

所
属

氏
名 受給者番号

フリガナ

電
話 内線（　　　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入　

１．必要　　２．不要氏名又は名称

1. 特別徴収継続の場合

理

由右から番号
を記入　　

１．異動が令和 6年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため
２．異動が令和 7年 1月 1日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日 徴収予定額（上記（ウ）と同額） 左記の一括徴収した税額は、
月分（翌月 10 日納入期限分）

で納入します。　月　　　日 円

2. 一括徴収の場合

理

由右から番号
を記入　　

１．異動が令和 6年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため
２．令和 7年 5月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため
３．死亡による退職であるため

※
市
町
村
記
入
欄

3. 普通徴収の場合

⎧
｜
⎩

⎫
｜
⎭

←
←

「
指
定
番
号
」「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◎送付先　〒411-8668　静岡県駿東郡長泉町中土狩 828 番地　長泉町役場　税務課　住民税チーム（電話 055-989-5506）

昭和・平成　　　年　　　月　　　日  

6 11 7

411-××××
長泉町中土狩×番地

マルバツショウジ

◯×商事　株式会社

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

1234567

給与係

055-989 ◯◯◯◯

9876543

花子◯◯
-

6,200 2,700 3,500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

411-××××　

長泉町中土狩◯番地

同上

シ ズ 　 オ カ イ チ 　 ロ ウ

静 岡  一 郎

6

10

31

6

10

11

5

37 5 6
1 3

1

給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
◎異動があった場合は、すみやかに提出してください。◎用紙が足りない場合は、コピーしてご活用ください。

年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

（あて先）

長泉町長あて

令和　　年　　月　　日提出

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指 定 番 号

宛 名 番 号
フリガナ

氏名又は名称
連
絡
先

担
当
者

所 属
氏 名

電 話
内線（　　　　）

個 人 番 号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

給

与

所

得

者

フリガナ （ア）
特別徴収税額
（年税額）

（イ）
徴収済額

（ウ）
未徴収税額
（ア）－（イ）

異　動
年月日 異　動　の　事　由 異動後の未徴収

税額の徴収方法氏 　 　 名

年

月

日

右から
番号を
記入　

１．退　　　職
２．転　　　勤
３．休職・長欠
４．死　　　亡
５．支払少額・不定期
６．合併・解散
７．そ　の　他
　事由・理由

右から
番号を
記入　

１．特別徴収継続

２．一 括 徴 収

３．普 通 徴 収
（ 本 人 納 付 ）

生 年 月 日

円

月から

月まで

月から

月まで

個 人 番 号

受給者番号

１ 月 １ 日
現在の住所

〒

円 円
異 動 後 の
住 　 　 所

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号 新規 法人番号 新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　　円を

月分（翌月 10 日納入期限分）から
徴収し、納入するよう連絡済みです。所　在　地

〒
担
当
者
連
絡
先

所
属

氏
名 受給者番号

フリガナ

電
話 内線（　　　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入　

１．必要　　２．不要氏名又は名称

1. 特別徴収継続の場合

理

由右から番号
を記入　　

１．異動が令和 6年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため
２．異動が令和 7年 1月 1日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日 徴収予定額（上記（ウ）と同額） 左記の一括徴収した税額は、
月分（翌月 10 日納入期限分）

で納入します。　月　　　日 円

2. 一括徴収の場合

理

由右から番号
を記入　　

１．異動が令和 6年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため
２．令和 7年 5月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため
３．死亡による退職であるため

※
市
町
村
記
入
欄

3. 普通徴収の場合

⎧
｜
⎩

⎫
｜
⎭

←
←

「
指
定
番
号
」「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◎送付先　〒411-8668　静岡県駿東郡長泉町中土狩 828 番地　長泉町役場　税務課　住民税チーム（電話 055-989-5506）

昭和・平成　　　年　　　月　　　日  

6 11 7

411-××××
長泉町中土狩×番地

マルバツショウジ

◯×商事　株式会社

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

1234567

給与係

055-989 ◯◯◯◯

9876543

花子◯◯
-

6,200 2,700 3,500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

411-××××　

長泉町中土狩◯番地

同上

シ ズ 　 オ カ イ チ 　 ロ ウ

静 岡  一 郎

6

10

31

6

10

11

5

37 5 6
1 3

1

普
通
徴
収
に
切
替
え

（　 ）9



給与所得者異動届出書の記載例（一括徴収）
◎残税額を一括徴収する場合は、下記のとおり記入してください。

徴収済額（イ）2, 700円（ア） 未徴収税額（ウ）3, 500円（一括徴収する額）

例2……6年10月31日退職の場合 ※納付については、給与分と合算してください。
6月分
700円

年税額
6, 200円

7月分
500円

8月分
500円

9月分
500円

10月分
500円

11月分
500円

12月分
500円

1月分
500円

2月分
500円

3月分
500円

4月分
500円

5月分
500円

給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
◎異動があった場合は、すみやかに提出してください。◎用紙が足りない場合は、コピーしてご活用ください。

年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

（あて先）

長泉町長あて

令和　　年　　月　　日提出

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指 定 番 号

宛 名 番 号
フリガナ

氏名又は名称
連
絡
先

担
当
者

所 属
氏 名

電 話
内線（　　　　）

個 人 番 号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

給

与

所

得

者

フリガナ （ア）
特別徴収税額
（年税額）

（イ）
徴収済額

（ウ）
未徴収税額
（ア）－（イ）

異　動
年月日 異　動　の　事　由 異動後の未徴収

税額の徴収方法氏 　 　 名

年

月

日

右から
番号を
記入　

１．退　　　職
２．転　　　勤
３．休職・長欠
４．死　　　亡
５．支払少額・不定期
６．合併・解散
７．そ　の　他
　事由・理由

右から
番号を
記入　

１．特別徴収継続

２．一 括 徴 収

３．普 通 徴 収
（ 本 人 納 付 ）

生 年 月 日

円

月から

月まで

月から

月まで

個 人 番 号

受給者番号

１ 月 １ 日
現在の住所

〒

円 円
異 動 後 の
住 　 　 所

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号 新規 法人番号 新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　　円を

月分（翌月 10 日納入期限分）から
徴収し、納入するよう連絡済みです。所　在　地

〒
担
当
者
連
絡
先

所
属

氏
名 受給者番号

フリガナ

電
話 内線（　　　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入　

１．必要　　２．不要氏名又は名称

1. 特別徴収継続の場合

理

由右から番号
を記入　　

１．異動が令和 6年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため
２．異動が令和 7年 1月 1日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日 徴収予定額（上記（ウ）と同額） 左記の一括徴収した税額は、
月分（翌月 10 日納入期限分）

で納入します。　月　　　日 円

2. 一括徴収の場合

理

由右から番号
を記入　　

１．異動が令和 6年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため
２．令和 7年 5月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため
３．死亡による退職であるため

※
市
町
村
記
入
欄

3. 普通徴収の場合

⎧
｜
⎩

⎫
｜
⎭

←
←

「
指
定
番
号
」「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◎送付先　〒411-8668　静岡県駿東郡長泉町中土狩 828 番地　長泉町役場　税務課　住民税チーム（電話 055-989-5506）

昭和・平成　　　年　　　月　　　日  

6 11 7

411-××××
長泉町中土狩×番地

マルバツショウジ

◯×商事　株式会社

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

1234567

給与係

055-989 ◯◯◯◯

9876543

花子◯◯
-

6,200 2,700 3,500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

411-××××　

長泉町中土狩◯番地

同上

シ ズ 　 オ カ イ チ 　 ロ ウ

静 岡  一 郎

6

10

31

6

10

11

5

37 5 6

1 11

1 2

1810 3,500

給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
◎異動があった場合は、すみやかに提出してください。◎用紙が足りない場合は、コピーしてご活用ください。

年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

（あて先）

長泉町長あて

令和　　年　　月　　日提出

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指 定 番 号

宛 名 番 号
フリガナ

氏名又は名称
連
絡
先

担
当
者

所 属
氏 名

電 話
内線（　　　　）

個 人 番 号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

給

与

所

得

者

フリガナ （ア）
特別徴収税額
（年税額）

（イ）
徴収済額

（ウ）
未徴収税額
（ア）－（イ）

異　動
年月日 異　動　の　事　由 異動後の未徴収

税額の徴収方法氏 　 　 名

年

月

日

右から
番号を
記入　

１．退　　　職
２．転　　　勤
３．休職・長欠
４．死　　　亡
５．支払少額・不定期
６．合併・解散
７．そ　の　他
　事由・理由

右から
番号を
記入　

１．特別徴収継続

２．一 括 徴 収

３．普 通 徴 収
（ 本 人 納 付 ）

生 年 月 日

円

月から

月まで

月から

月まで

個 人 番 号

受給者番号

１ 月 １ 日
現在の住所

〒

円 円
異 動 後 の
住 　 　 所

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号 新規 法人番号 新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　　円を

月分（翌月 10 日納入期限分）から
徴収し、納入するよう連絡済みです。所　在　地

〒
担
当
者
連
絡
先

所
属

氏
名 受給者番号

フリガナ

電
話 内線（　　　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入　

１．必要　　２．不要氏名又は名称

1. 特別徴収継続の場合

理

由右から番号
を記入　　

１．異動が令和 6年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため
２．異動が令和 7年 1月 1日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日 徴収予定額（上記（ウ）と同額） 左記の一括徴収した税額は、
月分（翌月 10 日納入期限分）

で納入します。　月　　　日 円

2. 一括徴収の場合

理

由右から番号
を記入　　

１．異動が令和 6年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため
２．令和 7年 5月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため
３．死亡による退職であるため

※
市
町
村
記
入
欄

3. 普通徴収の場合

⎧
｜
⎩

⎫
｜
⎭

←
←

「
指
定
番
号
」「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◎送付先　〒411-8668　静岡県駿東郡長泉町中土狩 828 番地　長泉町役場　税務課　住民税チーム（電話 055-989-5506）

昭和・平成　　　年　　　月　　　日  

6 11 7

411-××××
長泉町中土狩×番地

マルバツショウジ

◯×商事　株式会社

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

1234567

給与係

055-989 ◯◯◯◯

9876543

花子◯◯
-

6,200 2,700 3,500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

411-××××　

長泉町中土狩◯番地

同上

シ ズ 　 オ カ イ チ 　 ロ ウ

静 岡  一 郎

6

10

31

6

10

11

5

37 5 6

1 11

1 2

1810 3,500

注意
一括徴収の場合、同じ月は
入りません。

記入もれが多くなっております。
必ずご記入ください。

一
　
括
　
徴
　
収

（　 ）10



給与所得者異動届出書の記載例（転勤）
◎転勤等で徴収する事業所を変更し、特別徴収を継続する場合は、下記のとおり記入してください。

例3……6年10月31日付で転勤した場合

給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
◎異動があった場合は、すみやかに提出してください。◎用紙が足りない場合は、コピーしてご活用ください。

年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

（あて先）

長泉町長あて

令和　　年　　月　　日提出

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指 定 番 号

宛 名 番 号
フリガナ

氏名又は名称
連
絡
先

担
当
者

所 属
氏 名

電 話
内線（　　　　）

個 人 番 号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

給

与

所

得

者

フリガナ （ア）
特別徴収税額
（年税額）

（イ）
徴収済額

（ウ）
未徴収税額
（ア）－（イ）

異　動
年月日 異　動　の　事　由 異動後の未徴収

税額の徴収方法氏 　 　 名

年

月

日

右から
番号を
記入　

１．退　　　職
２．転　　　勤
３．休職・長欠
４．死　　　亡
５．支払少額・不定期
６．合併・解散
７．そ　の　他
　事由・理由

右から
番号を
記入　

１．特別徴収継続

２．一 括 徴 収

３．普 通 徴 収
（ 本 人 納 付 ）

生 年 月 日

円

月から

月まで

月から

月まで

個 人 番 号

受給者番号

１ 月 １ 日
現在の住所

〒

円 円
異 動 後 の
住 　 　 所

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号 新規 法人番号 新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　　円を

月分（翌月 10 日納入期限分）から
徴収し、納入するよう連絡済みです。所　在　地

〒
担
当
者
連
絡
先

所
属

氏
名 受給者番号

フリガナ

電
話 内線（　　　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入　

１．必要　　２．不要氏名又は名称

1. 特別徴収継続の場合

理

由右から番号
を記入　　

１．異動が令和 6年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため
２．異動が令和 7年 1月 1日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日 徴収予定額（上記（ウ）と同額） 左記の一括徴収した税額は、
月分（翌月 10 日納入期限分）

で納入します。　月　　　日 円

2. 一括徴収の場合

理

由右から番号
を記入　　

１．異動が令和 6年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため
２．令和 7年 5月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため
３．死亡による退職であるため

※
市
町
村
記
入
欄

3. 普通徴収の場合

⎧
｜
⎩

⎫
｜
⎭

←
←

「
指
定
番
号
」「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◎送付先　〒411-8668　静岡県駿東郡長泉町中土狩 828 番地　長泉町役場　税務課　住民税チーム（電話 055-989-5506）

昭和・平成　　　年　　　月　　　日  

6 11 7

411-××××
長泉町中土狩×番地

マルバツショウジ

◯×商事　株式会社

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

1234567

給与係

055-989 ◯◯◯◯

9876543

花子◯◯
-

6,200 2,700 3,500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

411-××××　

長泉町中土狩◯番地

同上

シ ズ 　 オ カ イ チ 　 ロ ウ

静 岡  一 郎

6

10

31

6

10

11

5

37 5 6

11

1

500

2 1

1234567
411-××××

長泉町東野△番地

バツバツコウギョウ

××工業　株式会社

人事課

××花子
055-989-◯◯◯◯

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7

転
　
　
　
　
　
　
勤

（　 ）11



普通徴収分
納税通知書
通 知 番 号

普通徴収
での口座
振 替

普通徴収から特別徴収への切替届出書
（兼特別徴収義務者切替依頼書） 町   処   理   欄

1 . 現年度　  2 . 新年度　  3 . 両年度　　　

特別徴収義務者
指 定 番 号

この届出
に 係 る
連 絡 先

指定番号
事前通知

法 人 番 号

（あて先）

長泉町長あて

令和　 年 月　 日
提出

所 在 地

フリガナ

名 称

代表者の
職　氏　名

〒

）
者
務
義
収
徴
別
特
（

者

払

支

与

給

係
氏　名

電　話

要  ・  不要 要  ・  不要納 入 書

規
新

給 　 与 　 所 　 得 　 者
旧　姓フリガナ

氏　　名

生年月日
1 月 1 日
現 在 の
住　　所

現 在 の
住　　所

異動理由
1 ．入社したため
2 ．本人から特別徴収にする希望があったため
3 ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（不明の場合は省略可） （不明の場合は省略可）

※必要な場合

連絡日 月　　日まで

有　・　無

要　・　不要

注意事項

1 ．普通徴収の納期限を過ぎたものは特別徴収への切替ができないので、必ず本人が納めるようお伝えください。
  （普通徴収の納期限は年４回あるため、特別徴収の切替は、余裕をもって行ってください。）
2 ．重複納付を防ぐ為、未納期分については、本人あてに送付された普通徴収の納税通知書を必ず添付してください。
  （また、納税者が既に普通徴収で１期分でも納付している場合は、納税通知書の表面及び領収書部分の写しを添付してください。）
3 ．用紙が足りない場合は、コピーしてお使いください。

昭和・平成　　 年　　  月　　 日
〒

〒

（ア）
普通徴収税額
（年税額）

（ウ）
未徴収税額
（ア）－（イ）

異動年月日 特 別 徴 収 開 始 予 定 月
（イ）

普通徴収済額
※未納の場合は納期到来分

円

円

円
期まで
納付済 年

月分から

特別徴収を開始します。

（　　　 月　　  日納期分）
月

日

通知発送前の
月割額のお知らせについて
※電話による口頭でのお知らせ

1234567

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

411-××××
長 泉 町 中 土 狩×番 地

長 泉 一 郎

○×商事 株式会社
マル  バツショウジ

60, 000
30, 000

30, 000

2 6

11 1

10

10

1111

1

5 10 1

411-○○○○
長泉町下土狩○番地

静 岡 三 郎

同 上

シズ　オカ　 サブ　ロウ

47 6 7

055－989－○○○○

給与係 ○○花子

普通徴収から特別徴収への切替届出書の記載例
◎入社等により、残税額を事業所での徴収に切替える場合は、下記のとおり記入してください。

普通徴収済額（イ）30 , 000円（ア）

例4……6年10月1日に入社した場合
第1期分（7月1日納期限）

15, 000円
第2期分（9月2日納期限）

15, 000円
年税額
60, 000円

未徴収税額（ウ）30 , 000円
（特別徴収に切替える額）

第3期分（10月31日納期限）
15, 000円

第4期分（1月31日納期限）
15, 000円

◎（ア）及び（イ）の金額は、本人宛に送付された「町民税・県民税納税通知書」を確認のうえ、記入してください。

既に長泉町で特別徴
収義務者に指定され
ている事業所は、指
定番号を必ずご記入
ください。
長泉町での特別徴収
が初めての事業所は
「新規」に○をつけ、
指定番号事前通知と
納入書の欄にも○を
つけてください。

長泉町では、毎月1回、
届いた異動届をもと
に変更の通知を発送
します。（月末は、原則、
15日までの到着分の
通知を翌月初旬に発
送します。）事務処
理上、早めに新規の
指定番号・月割額を
確認したい場合は、
「要」に○をつけて
ください。
（※正式な通知では
なく事前の電話連絡
となりますのでご了
承ください。）

令和

特
別
徴
収
に
切
替
え

（　 ）12



給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
◎異動があった場合は、すみやかに提出してください。◎用紙が足りない場合は、コピーしてご活用ください。

年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

（あて先）

長泉町長あて

令和　　年　　月　　日提出

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指 定 番 号

宛 名 番 号
フリガナ

氏名又は名称
連
絡
先

担
当
者

所 属
氏 名

電 話
内線（　　　　）

個 人 番 号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

給

与

所

得

者

フリガナ （ア）
特別徴収税額
（年税額）

（イ）
徴収済額

（ウ）
未徴収税額
（ア）－（イ）

異　動
年月日 異　動　の　事　由 異動後の未徴収

税額の徴収方法氏 　 　 名

年

月

日

右から
番号を
記入　

１．退　　　職
２．転　　　勤
３．休職・長欠
４．死　　　亡
５．支払少額・不定期
６．合併・解散
７．そ　の　他
　事由・理由

右から
番号を
記入　

１．特別徴収継続

２．一 括 徴 収

３．普 通 徴 収
（ 本 人 納 付 ）

生 年 月 日

円

月から

月まで

月から

月まで

個 人 番 号

受給者番号

１ 月 １ 日
現在の住所

〒

円 円
異 動 後 の
住 　 　 所

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号 新規 法人番号 新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　　円を

月分（翌月 10 日納入期限分）から
徴収し、納入するよう連絡済みです。所　在　地

〒
担
当
者
連
絡
先

所
属

氏
名 受給者番号

フリガナ

電
話 内線（　　　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入　

１．必要　　２．不要氏名又は名称

1. 特別徴収継続の場合

理

由右から番号
を記入　　

１．異動が令和 6年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため
２．異動が令和 7年 1月 1日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日 徴収予定額（上記（ウ）と同額） 左記の一括徴収した税額は、
月分（翌月 10 日納入期限分）

で納入します。　月　　　日 円

2. 一括徴収の場合

理

由右から番号
を記入　　

１．異動が令和 6年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため
２．令和 7年 5月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため
３．死亡による退職であるため

※
市
町
村
記
入
欄

3. 普通徴収の場合

⎧
｜
⎩

⎫
｜
⎭

←
←

「
指
定
番
号
」「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◎送付先　〒411-8668　静岡県駿東郡長泉町中土狩 828 番地　長泉町役場　税務課　住民税チーム（電話 055-989-5506）

昭和・平成　　　年　　　月　　　日  

（　 ）13



給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
◎異動があった場合は、すみやかに提出してください。◎用紙が足りない場合は、コピーしてご活用ください。

年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

（あて先）

長泉町長あて

令和　　年　　月　　日提出

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指 定 番 号

宛 名 番 号
フリガナ

氏名又は名称
連
絡
先

担
当
者

所 属
氏 名

電 話
内線（　　　　）

個 人 番 号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

給

与

所

得

者

フリガナ （ア）
特別徴収税額
（年税額）

（イ）
徴収済額

（ウ）
未徴収税額
（ア）－（イ）

異　動
年月日 異　動　の　事　由 異動後の未徴収

税額の徴収方法氏 　 　 名

年

月

日

右から
番号を
記入　

１．退　　　職
２．転　　　勤
３．休職・長欠
４．死　　　亡
５．支払少額・不定期
６．合併・解散
７．そ　の　他
　事由・理由

右から
番号を
記入　

１．特別徴収継続

２．一 括 徴 収

３．普 通 徴 収
（ 本 人 納 付 ）

生 年 月 日

円

月から

月まで

月から

月まで

個 人 番 号

受給者番号

１ 月 １ 日
現在の住所

〒

円 円
異 動 後 の
住 　 　 所

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号 新規 法人番号 新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　　円を

月分（翌月 10 日納入期限分）から
徴収し、納入するよう連絡済みです。所　在　地

〒
担
当
者
連
絡
先

所
属

氏
名 受給者番号

フリガナ

電
話 内線（　　　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入　

１．必要　　２．不要氏名又は名称

1. 特別徴収継続の場合

理

由右から番号
を記入　　

１．異動が令和 6年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため
２．異動が令和 7年 1月 1日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日 徴収予定額（上記（ウ）と同額） 左記の一括徴収した税額は、
月分（翌月 10 日納入期限分）

で納入します。　月　　　日 円

2. 一括徴収の場合

理

由右から番号
を記入　　

１．異動が令和 6年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため
２．令和 7年 5月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため
３．死亡による退職であるため

※
市
町
村
記
入
欄

3. 普通徴収の場合

⎧
｜
⎩

⎫
｜
⎭

←
←

「
指
定
番
号
」「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◎送付先　〒411-8668　静岡県駿東郡長泉町中土狩 828 番地　長泉町役場　税務課　住民税チーム（電話 055-989-5506）

昭和・平成　　　年　　　月　　　日  

（　 ）14



給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
◎異動があった場合は、すみやかに提出してください。◎用紙が足りない場合は、コピーしてご活用ください。

年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

（あて先）

長泉町長あて

令和　　年　　月　　日提出

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指 定 番 号

宛 名 番 号
フリガナ

氏名又は名称
連
絡
先

担
当
者

所 属
氏 名

電 話
内線（　　　　）

個 人 番 号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

給

与

所

得

者

フリガナ （ア）
特別徴収税額
（年税額）

（イ）
徴収済額

（ウ）
未徴収税額
（ア）－（イ）

異　動
年月日 異　動　の　事　由 異動後の未徴収

税額の徴収方法氏 　 　 名

年

月

日

右から
番号を
記入　

１．退　　　職
２．転　　　勤
３．休職・長欠
４．死　　　亡
５．支払少額・不定期
６．合併・解散
７．そ　の　他
　事由・理由

右から
番号を
記入　

１．特別徴収継続

２．一 括 徴 収

３．普 通 徴 収
（ 本 人 納 付 ）

生 年 月 日

円

月から

月まで

月から

月まで

個 人 番 号

受給者番号

１ 月 １ 日
現在の住所

〒

円 円
異 動 後 の
住 　 　 所

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号 新規 法人番号 新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　　円を

月分（翌月 10 日納入期限分）から
徴収し、納入するよう連絡済みです。所　在　地

〒
担
当
者
連
絡
先

所
属

氏
名 受給者番号

フリガナ

電
話 内線（　　　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入　

１．必要　　２．不要氏名又は名称

1. 特別徴収継続の場合

理

由右から番号
を記入　　

１．異動が令和 6年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため
２．異動が令和 7年 1月 1日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日 徴収予定額（上記（ウ）と同額） 左記の一括徴収した税額は、
月分（翌月 10 日納入期限分）

で納入します。　月　　　日 円

2. 一括徴収の場合

理

由右から番号
を記入　　

１．異動が令和 6年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため
２．令和 7年 5月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため
３．死亡による退職であるため

※
市
町
村
記
入
欄

3. 普通徴収の場合

⎧
｜
⎩

⎫
｜
⎭

←
←

「
指
定
番
号
」「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◎送付先　〒411-8668　静岡県駿東郡長泉町中土狩 828 番地　長泉町役場　税務課　住民税チーム（電話 055-989-5506）

昭和・平成　　　年　　　月　　　日  

（　 ）15



給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
◎異動があった場合は、すみやかに提出してください。◎用紙が足りない場合は、コピーしてご活用ください。

年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

（あて先）

長泉町長あて

令和　　年　　月　　日提出

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指 定 番 号

宛 名 番 号
フリガナ

氏名又は名称
連
絡
先

担
当
者

所 属
氏 名

電 話
内線（　　　　）

個 人 番 号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

給

与

所

得

者

フリガナ （ア）
特別徴収税額
（年税額）

（イ）
徴収済額

（ウ）
未徴収税額
（ア）－（イ）

異　動
年月日 異　動　の　事　由 異動後の未徴収

税額の徴収方法氏 　 　 名

年

月

日

右から
番号を
記入　

１．退　　　職
２．転　　　勤
３．休職・長欠
４．死　　　亡
５．支払少額・不定期
６．合併・解散
７．そ　の　他
　事由・理由

右から
番号を
記入　

１．特別徴収継続

２．一 括 徴 収

３．普 通 徴 収
（ 本 人 納 付 ）

生 年 月 日

円

月から

月まで

月から

月まで

個 人 番 号

受給者番号

１ 月 １ 日
現在の住所

〒

円 円
異 動 後 の
住 　 　 所

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号 新規 法人番号 新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　　円を

月分（翌月 10 日納入期限分）から
徴収し、納入するよう連絡済みです。所　在　地

〒
担
当
者
連
絡
先

所
属

氏
名 受給者番号

フリガナ

電
話 内線（　　　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入　

１．必要　　２．不要氏名又は名称

1. 特別徴収継続の場合

理

由右から番号
を記入　　

１．異動が令和 6年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため
２．異動が令和 7年 1月 1日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日 徴収予定額（上記（ウ）と同額） 左記の一括徴収した税額は、
月分（翌月 10 日納入期限分）

で納入します。　月　　　日 円

2. 一括徴収の場合

理

由右から番号
を記入　　

１．異動が令和 6年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため
２．令和 7年 5月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため
３．死亡による退職であるため

※
市
町
村
記
入
欄

3. 普通徴収の場合

⎧
｜
⎩

⎫
｜
⎭

←
←

「
指
定
番
号
」「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◎送付先　〒411-8668　静岡県駿東郡長泉町中土狩 828 番地　長泉町役場　税務課　住民税チーム（電話 055-989-5506）

昭和・平成　　　年　　　月　　　日  
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給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
◎異動があった場合は、すみやかに提出してください。◎用紙が足りない場合は、コピーしてご活用ください。

年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

（あて先）

長泉町長あて

令和　　年　　月　　日提出

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指 定 番 号

宛 名 番 号
フリガナ

氏名又は名称
連
絡
先

担
当
者

所 属
氏 名

電 話
内線（　　　　）

個 人 番 号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

給

与

所

得

者

フリガナ （ア）
特別徴収税額
（年税額）

（イ）
徴収済額

（ウ）
未徴収税額
（ア）－（イ）

異　動
年月日 異　動　の　事　由 異動後の未徴収

税額の徴収方法氏 　 　 名

年

月

日

右から
番号を
記入　

１．退　　　職
２．転　　　勤
３．休職・長欠
４．死　　　亡
５．支払少額・不定期
６．合併・解散
７．そ　の　他
　事由・理由

右から
番号を
記入　

１．特別徴収継続

２．一 括 徴 収

３．普 通 徴 収
（ 本 人 納 付 ）

生 年 月 日

円

月から

月まで

月から

月まで

個 人 番 号

受給者番号

１ 月 １ 日
現在の住所

〒

円 円
異 動 後 の
住 　 　 所

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号 新規 法人番号 新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　　円を

月分（翌月 10 日納入期限分）から
徴収し、納入するよう連絡済みです。所　在　地

〒
担
当
者
連
絡
先

所
属

氏
名 受給者番号

フリガナ

電
話 内線（　　　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入　

１．必要　　２．不要氏名又は名称

1. 特別徴収継続の場合

理

由右から番号
を記入　　

１．異動が令和 6年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため
２．異動が令和 7年 1月 1日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日 徴収予定額（上記（ウ）と同額） 左記の一括徴収した税額は、
月分（翌月 10 日納入期限分）

で納入します。　月　　　日 円

2. 一括徴収の場合

理

由右から番号
を記入　　

１．異動が令和 6年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため
２．令和 7年 5月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため
３．死亡による退職であるため

※
市
町
村
記
入
欄

3. 普通徴収の場合

⎧
｜
⎩

⎫
｜
⎭

←
←

「
指
定
番
号
」「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◎送付先　〒411-8668　静岡県駿東郡長泉町中土狩 828 番地　長泉町役場　税務課　住民税チーム（電話 055-989-5506）

昭和・平成　　　年　　　月　　　日  

（　 ）17



普通徴収分
納税通知書
通 知 番 号

普通徴収
での口座
振 替

普通徴収から特別徴収への切替届出書
（兼特別徴収義務者切替依頼書） 町   処   理   欄

1 .  現年度　  2 .  新年度　  3 .  両年度　　　

特別徴収義務者
指 定 番 号

この届出
に 係 る
連 絡 先

指定番号
事前通知

法 人 番 号

（あて先）

長泉町長あて

令和　 年　 月　 日

◎（ア）及び（イ）の金額は、本人宛に送付された「町民税・県民税納税通知書」を確認のうえ、記入してください。

提出

所 在 地

フリガナ

名 称

代表者の
職　氏　名

〒

）
者
務
義
収
徴
別
特
（

者
　
払
　
支
　
与
　
給

係
氏　名

電　話

要  ・  不要 要  ・  不要納 入 書

規
新

給 　 与 　 所 　 得 　 者
旧　姓フリガナ

氏　　名

生年月日
1 月 1 日
現 在 の
住　　所

現 在 の
住　　所

異動理由
1 ．入社したため
2 ．本人から特別徴収にする希望があったため
3 ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（不明の場合は省略可） （不明の場合は省略可）

※必要な場合

連絡日 月　　日まで

有　・　無

要　・　不要

注意事項

1 ．普通徴収の納期限を過ぎたものは特別徴収への切替ができないので、必ず本人が納めるようお伝えください。
  （普通徴収の納期限は年４回あるため、特別徴収の切替は、余裕をもって行ってください。）
2 ．重複納付を防ぐ為、未納期分については、本人あてに送付された普通徴収の納税通知書を必ず添付してください。
  （また、納税者が既に普通徴収で１期分でも納付している場合は、納税通知書の表面及び領収書部分の写しを添付してください。）
3 ．用紙が足りない場合は、コピーしてお使いください。

昭和・平成　　 年　　  月　　 日
〒

〒

（ア）
普通徴収税額
（年税額）

（ウ）
未徴収税額
（ア）－（イ）

異動年月日 特 別 徴 収 開 始 予 定 月
（イ）

普通徴収済額
※未納の場合は納期到来分

円

円

円
期まで
納付済

令和

年
月分から

特別徴収を開始します。

（　　　 月　　　  日納期分）
月

日

◎送付先　〒411－8668　静岡県駿東郡長泉町中土狩828番地　
　　　　　　　　　　　長泉町役場　税務課　住民税チーム（電話 055-989-5506）

通知発送前の
月割額のお知らせについて
※電話による口頭でのお知らせ

（　 ）18



普通徴収分
納税通知書
通 知 番 号

普通徴収
での口座
振 替

普通徴収から特別徴収への切替届出書
（兼特別徴収義務者切替依頼書） 町   処   理   欄

1 .  現年度　  2 .  新年度　  3 .  両年度　　　

特別徴収義務者
指 定 番 号

この届出
に 係 る
連 絡 先

指定番号
事前通知

法 人 番 号

（あて先）

長泉町長あて

令和　 年　 月　 日

◎（ア）及び（イ）の金額は、本人宛に送付された「町民税・県民税納税通知書」を確認のうえ、記入してください。

提出

所 在 地

フリガナ

名 称

代表者の
職　氏　名

〒

）
者
務
義
収
徴
別
特
（

者
　
払
　
支
　
与
　
給

係
氏　名

電　話

要  ・  不要 要  ・  不要納 入 書

規
新

給 　 与 　 所 　 得 　 者
旧　姓フリガナ

氏　　名

生年月日
1 月 1 日
現 在 の
住　　所

現 在 の
住　　所

異動理由
1 ．入社したため
2 ．本人から特別徴収にする希望があったため
3 ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（不明の場合は省略可） （不明の場合は省略可）

※必要な場合

連絡日 月　　日まで

有　・　無

要　・　不要

注意事項

1 ．普通徴収の納期限を過ぎたものは特別徴収への切替ができないので、必ず本人が納めるようお伝えください。
  （普通徴収の納期限は年４回あるため、特別徴収の切替は、余裕をもって行ってください。）
2 ．重複納付を防ぐ為、未納期分については、本人あてに送付された普通徴収の納税通知書を必ず添付してください。
  （また、納税者が既に普通徴収で１期分でも納付している場合は、納税通知書の表面及び領収書部分の写しを添付してください。）
3 ．用紙が足りない場合は、コピーしてお使いください。

昭和・平成　　 年　　  月　　 日
〒

〒

（ア）
普通徴収税額
（年税額）

（ウ）
未徴収税額
（ア）－（イ）

異動年月日 特 別 徴 収 開 始 予 定 月
（イ）

普通徴収済額
※未納の場合は納期到来分

円

円

円
期まで
納付済

令和

年
月分から

特別徴収を開始します。

（　　　 月　　　  日納期分）
月

日

◎送付先　〒411－8668　静岡県駿東郡長泉町中土狩828番地　
　　　　　　　　　　　長泉町役場　税務課　住民税チーム（電話 055-989-5506）

通知発送前の
月割額のお知らせについて
※電話による口頭でのお知らせ

（　 ）19



特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 町   処   理   欄
1 . 現年度　2 . 新年度　 3 . 両年度　　　

（あて先）

長泉町長あて

令和　 年 月　 日
提出

）
者
務
義
収
徴
別
特
（

者

払

支

与

給 特別徴収義務者
指 定 番 号

この届出
に 係 る
連絡先

係

氏　名

変更年月日 令和　　　  年　　　  月　　　  日
◎変更があった場合はすみやかに提出してください。
◎変更する事項のみ記入してください。だだし、代表者のみの変更の場合は提出不要です。
◎誤読を避けるため、フリガナは必ずつけてください。

（注）合併の場合は、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」も、
　　　必ず提出してください。

電　話

1 ．名称変更

2 ．所在地変更
3 ．その他

有（　　　　　　　　）・無

令和　　　　　 年　　　 　 月分
納期（　　月　　日）から納入予定

納入書

要・不要

1 ．旧特別徴収義務者の指定番号（　　　　　　）を継続使用する。
2 ．合併・吸収・分割先の指定番号（　　　　　　）を使用する。
3 ．新規に指定番号を取得する。

理由が2 ・3 の場合は、給与所得者
異動届出書を別途提出してください。

□社名変更
□分割による変更
□事務所等が移転（登記簿変更有）
□徴収の一本化

□合併による変更（□旧社名の法人は登記上存続し社名変更　 □旧社名の法人は登記上解散し合併された）
□その他（　　　　　　　　　）

□事務所等の廃止
□送付先変更（登記簿変更無）
□事業の休止 □事業の廃止

□その他（　　　　　　　　　）
□その他（　　　　　　　　　）

所 在 地

所 在 地

法人番号

フリガナ
名 称
代表者の
職　氏　名

〒

〒

〒 〒

〒
フ　リ　ガ　ナ

方 書

フ　リ　ガ　ナ

名 称

電 話 番 号

関係書類送付先
上記所在地と異なる場
合に記入してください。

フ　リ　ガ　ナ

事　　 項 変　　　　更　　　　前　　 　（旧） 変　　　　更　　　　後　　 　（新）

変 更 理 由

法 人 番 号
特別徴収義務者
指 定 番 号

合 併 ・ 吸 収 ・ 分 割 後 の 指 定 番 号 合併・吸収・分割後の納入開始時期

合 併 ・ 吸 収 ・
分 割 先 の 名 称

合併・吸収及び
分割の場合に記
入してください。

該当の□にレを記入
してください。

◎送付先　〒411－8668　静岡県駿東郡長泉町中土狩828番地　
　　　　　　　　　　　長泉町役場　税務課　住民税チーム（電話 055-989-5506）（　 ）20



特別徴収税額差引簿  　　 年度 町 民 税
県 民 税

特別徴収義務者の控えとしてご活用ください。

6　 月
① 円

（ア）月  割  額 異 動 理 由 及 び 氏 名 納 入 期 限増　額
異動又は税額変更による増減

減　額
退職所得に
係る徴収額

差引納入額 特別徴収
人　　員（イ） （ウ） （エ）（ア）+（イ）+（ウ）-（エ）

円 円

円 円 円人

円
　年　月　日

7　 月

月 
割

②

① ②

　年　月　日

8　 月
③

　年　月　日

9　 月
④

　年　月　日

10　月
⑤

　年　月　日

11　月
⑥

　年　月　日

12　月
⑦

　年　月　日

1　 月
⑧

　年　月　日

2　 月
⑨

　年　月　日

3　 月
⑩

　年　月　日

4　 月
⑪

　年　月　日

5　 月

合　計

⑫

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

　年　月　日

円 人

町より変更通知が送達された場合は月割額（税額の現計）を照合してください。
6 , 7 月分月割額の増減は本表上段の月割額に対する増減を、 8月分以降は前月に対する増減を記入してください。
退職・転勤等の異動があったときは、「給与所得者異動届」を提出してください。

町　　　　　　　名 特別徴収人員 年　　税　　額 特別徴収義務者指定番号月　　　　割　　　　額
6　月　分 7月以降分

（　 ）21


